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衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
今
国
会
提
出
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
於
け
る
「
商
業
用
レ

コ
ー
ド
」
の
定
義
と
法
律
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
第
百
十
三
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
著
作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
（
以
下
「
権
利
者
」
と
い
う
。
）
に
は
、
著
作
権
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る
著
作
物
を
創
作
し
た
著
作
者
、
法
第
七
条
に
規

定
す
る
実
演
を
行
っ
た
実
演
家
又
は
法
第
八
条
に
規
定
す
る
レ
コ
ー
ド
を
製
作
し
た
レ
コ
ー
ド
製
作
者
が
含
ま
れ
、
日
本
国

民
（
我
が
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
国
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
含
む
。
）
だ
け
で
は
な

く
、
外
国
人
や
外
国
法
人
も
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
輸
入
す
る
行
為
等
が
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す

る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
要
件
と
し
て
、
�
権
利
者
が
、
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド

（
以
下
「
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
自
ら
発
行
し
、
又
は
他
の
者
に
許
諾
を
与
え
て
発
行
さ
せ
て

い
る
こ
と
、
�
権
利
者
が
、
当
該
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と
同
一
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
専
ら
国
外
に

一



お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
、
国
外
に
お
い

て
自
ら
発
行
し
、
又
は
他
の
者
に
許
諾
を
与
え
て
発
行
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

お
尋
ね
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
国
外
生
産
者
が
、
自
ら
権
利
者
と
し
て
そ
の
日
本
現
地
法
人
に
日
本
盤
を
発
行
さ
せ
て
い

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
日
本
盤
と
同
一
の
洋
盤
を
日
本
国
内
へ
の
輸
入
を
禁
止
す
る
旨
を
表
示
し
て
、
国
外
に
お
い
て
発

行
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
記
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
当
該
国
外
生
産
者
が
、
権
利
者
の
許
諾
を
受
け
て
、

そ
の
日
本
現
地
法
人
に
日
本
盤
を
発
行
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
日
本
盤
と
同
一
の
洋
盤
を
当
該
権
利
者
の
意
向

を
受
け
て
、
日
本
国
内
へ
の
輸
入
を
禁
止
す
る
旨
を
表
示
し
て
、
国
外
に
お
い
て
発
行
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
前
記
の

要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
前
記
の
要
件
に
該
当
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
輸
入
す
る
行
為
等
の

す
べ
て
が
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド

が
国
内
で
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
発
行
に
よ
り
権
利
者
の
得
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
り
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
日
本
盤
に
比
べ
て
著
し
く
安
価
な
洋
盤
が
国

二



内
に
お
い
て
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
権
利
者
の
得
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
利
益
が
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
が
適
用
さ
れ
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
日
本
盤
が
国
内
に
お
い
て
最
初
に
発
行
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
期
間
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
日
本
盤
が
日
本
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
の
日
か
ら
七
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
）
を
経
過
し
た
後
、
当
該
日
本
盤
と
同
一
の
洋
盤

を
輸
入
す
る
行
為
等
に
つ
い
て
は
、
法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
た
だ
し
書
（
又
は
法
案
附
則
第
三
条
）
の
規
定
に
よ
り
同
項

の
措
置
の
対
象
外
と
な
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
に
、
国
内
生
産
者
の
意
向
を
受
け
て
、
権
利
者
で
あ
る
国
外
生
産
者
が
日
本
盤
と
同
一
の
洋
盤
を
日
本
国

内
へ
の
輸
入
を
禁
止
す
る
旨
を
表
示
し
て
、
国
外
に
お
い
て
発
行
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
一
に
つ
い
て
と
同
様
に
、

法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
が
適
用
さ
れ
る
。

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
に
お
い
て
は
、
著
作
権
法
に
よ
る
権
利
の
行
使
と
認
め
ら
れ
る
行
為
に
は
独
占
禁
止
法
の
規
定
は

三



適
用
し
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
に
基
づ
く
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
行
使
が
、
独
占
禁
止
法
第

二
十
一
条
に
お
け
る
著
作
権
法
に
よ
る
権
利
の
行
使
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
独
占
禁
止
法
第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
、
国
内
生
産
者
の
意
向
を
受
け
て
、
権
利
者
で
あ
る
国
外
生
産

者
が
販
売
地
域
か
ら
日
本
を
除
外
す
る
旨
を
表
示
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
「
同
一
」
と
は
、
そ
の
収
録
さ
れ
て
い
る
音
楽
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
、
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
、
お
尋
ね
の
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
の
規
格
に
準
拠
し
て
い
な
い
「
コ
ピ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
Ｃ
Ｄ
」
と
称
す
る
仕
様
で
発
売
さ
れ
、
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
の
規
格
に
準
拠
し
た
仕
様
で
発

売
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
同
一
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
案
第
百
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を

輸
入
す
る
行
為
等
の
す
べ
て
が
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
外
頒
布
目

的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
国
内
で
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
発
行
に
よ
り
権
利
者
の

四



得
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
り
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行

為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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